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  都市計画に関する公聴会規則（昭和 45 年宮城県規則第３号）第２条第１項の規定により、公聴会

を次のとおり開催する。   

  令和８年４月７日 

宮城県知事  村  井  嘉  浩 

１ 公聴会の日時及び場所 

 

 

 

２ 件名 

   仙塩広域都市計画区域区分の変更（素案）について 

３ 公述申出者の資格 

公聴会に出席して意見を述べることを申し出ることができる者（以下「公述申出者」という。）

は、名取市の住民又は利害関係人とする。 

４ 公述の申出等 

(1) 公述申出者は、意見の要旨及びその理由並びに氏名、住所、年齢及び職業（法人にあっては、

法人の名称及び所在地並びに当該法人を代表して意見を述べようとする者の氏名、住所、年齢及

び当該法人との関係）を記載した書面（以下「公述申出書」という。）により、宮城県知事に申

し出ること。 

(2) 公述申出書の提出期限は、令和８年５月 15 日（金）までとする。ただし、公述申出書を郵送

する場合は、同日付けの消印のあるものまでを受け付ける。 

(3) 意見の要旨の全部がこの素案に関係しないとき、又は意見の要旨を同じくする者が多数ある

ときは、公述人に選定しないことがある。また、公述人が多数あるときは公述の時間を制限し、

意見の要旨にこの素案と関係ない部分があるときは当該部分の公述を認めないことがある。 

(4) 公聴会の傍聴を希望する者は、当日、直接会場の受付に申し込むこと。ただし、入場は先着

順とするので、満員になったときは、入場を制限することがある。 

なお、公述人に選定された者がいないときは、公聴会の開催を取りやめる。 

５ 素案の概要 

仙塩広域都市計画区域区分について、次の地区を市街化区域に編入する。 

 

 

６ その他 

この公聴会及び素案の内容についての問い合わせは、宮城県土木部都市計画課（仙台市青葉区本

町３丁目８番１号 電話 022―211―3132・3134）に行うこと。 

 

 

日       時 場       所 

令和８年５月 22 日（金）午後７時から 
仙台市青葉区本町３丁目８番１号 

宮城県行政庁舎 

 

 

 

市 町 村 名 地 区 名 面 積（ha） 

名取市 上余田 11.6 
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政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付す。 

令和８年４月７日 

宮城県知事  村  井  嘉  浩    

 

１ 入札に付する工事 

(1) 工事番号 令和８年度県債社道Ａ１―２７―A01号 

(2) 工 事 名  （仮）支倉２号トンネル外工事 

(3) 施工場所 （国）286号 柴田郡川崎町大字支倉地内 

(4) 工  期 宮城県議会で議決された日の翌日から令和 11年３月 23日まで 

(5) 工事概要 施工延長Ｌ＝669.3ｍ 

         幅員Ｗ＝6.5（11.0）ｍ 

         トンネル（ＮＡＴＭ）    Ｌ＝618.0ｍ 

          掘削・支保工        Ｌ＝616.5ｍ 

          覆工コンクリート・防水工  Ｌ＝616.5ｍ 

          坑門工（起点・終点）    一式 

          コンクリート舗装工     Ａ＝4,580㎡ 

橋梁下部工 

          橋台工（逆Ｔ式橋台）     Ｎ＝１基 

(6) 予定価格 3,823,066,000円（消費税及び地方消費税を除く。） 

(7) 入札方式  一般競争入札（入札参加資格事前審査方式（施工体制事前提出方式）・ 

郵送入札・調査基準価格及び数値的判断基準を適用） 

(8) 落札方式 総合評価落札方式（標準型（施工計画型）） 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1)及び(2)に掲げる要件を満たす特定建設工事共同企業体（以下「共同企業体」という｡)であること。 

(1) 共同企業体の結成方法 

ア 構成員の数は、３者であること。 

イ 構成員の組合せは、(2)のア及びイの資格を満たす１者並びに(2)のア及びウの資格を満たす２者

の組合せであること。 

ウ 結成は、自主結成であること。 

エ 代表者は、構成員のうち中心的役割を担う者で、施工能力の大きい者であること。 

オ 代表者の出資割合は、構成員中最大であること。 

 (2) 共同企業体の構成員の資格 

  ア 共同企業体におけるすべての構成員 

(ｱ) 令和８年度宮城県建設工事一般競争入札（特定調達契約）参加資格（以下「特定調達参加資格」

という。）を有すること。 

(ｲ) 開札日において、宮城県から建設工事入札参加登録業者等指名停止要領に基づく指名停止を受け

ている期間中でないこと。 

(ｳ) 開札日において、会社更生法（平成 14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなさ

れている者又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、更生手続又は再生手続開始決定日を審査基準日とした経営事項審査の再審査

を受けた後、宮城県知事が別に定める競争入札参加資格の再評価を受けていること。 

(ｴ) 開札日において、銀行取引停止となった者については、申立日を審査基準日とした経営事項審

査の再審査を受けていること。 

(ｵ) 開札日において、 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４第１項及び第２項

各号の規定に該当しないこと。 
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なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者

は、同条第１項の規定に該当しない者である。 

(ｶ) 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成 20年 11月１日施行）別表各号に規定する次のいずれ

かに該当するときは、入札に参加することができない。 

なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行

為は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。 

ａ 入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は、非常勤を含む役員及び支配人並びに支店

は又営業所の代表者、その他の団体の場合は、法人の役人等と同様の責任を有する代表者及び理

事等、個人の場合は、その者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員

による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号。以下「暴対法」という。）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である場合、又は暴力団員が経営に

事実上参加していると認められるとき。 

ｂ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図

り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、関与する等これと関わりを持つ者と

して、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者（以下「暴力団関係者」という。）の

威力を利用するなどしていると認められるとき。 

ｃ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者（以下

「暴力団等」という。」）又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に

対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関

与していると認められるとき。 

ｄ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有し

ていると認められるとき。 

ｅ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取引

したり、又は不当に利用していると認められるとき。 

(ｷ) 本入札に参加しようとする複数の共同企業体の構成員となっていないこと。 

(ｸ) 経常建設共同企業体及び事業協同組合は、共同企業体の構成員となることができない。 

  イ 共同企業体における代表者 

  (ｱ) 特定調達参加資格の承認の際に土木一式工事に係る建設業法（昭和 24年法律第 100号）第 27条 

の 29第１項の規定する総合評定値が 1,200点以上であること。 

  (ｲ) 建設業法第 15条の規定に基づく土木一式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

  (ｳ) 平成 28年度以降において、公的機関発注のＮＡＴＭ工法による道路トンネルを元請として施工

した実績（共同企業体としての実績は、代表者であった場合に限る）を有すること。 

    (ｴ) 現場施工に着手する日までに、土木一式工事に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習 

修了証を取得している者をこの現場に専任で配置できること。（詳細については入札説明書に記載 

のとおりとする。） 

  ウ 共同企業体における代表者以外の構成員 

  (ｱ) 特定調達参加資格の承認の際に土木一式工事に係る建設業法第 27条の 29第１項の規定する総合 

評定値が 950点以上であること。 

  (ｲ) 建設業法第 15条の規定に基づく土木一式工事に係る特定建設業の許可を受けていること。 

    (ｳ) 現場施工に着手する日までに、土木一式工事に対応する監理技術者資格者証及び監理技術者講習 

修了証を取得している者をこの現場に専任で配置できること。（詳細については入札説明書に記載 

のとおりとする。） 

３ 入札手続等 

(1) 入札執行者 
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宮城県出納局契約課長 野口 実基 

(2) 担当課及び担当班 

〒980‐8570 仙台市青葉区本町三丁目８番１号（宮城県行政庁舎 12階） 

宮城県出納局契約課工事契約班  022‐211‐3336 

(3) 契約条項を示す場所並びに入札説明書及び入札参加申請書類の交付場所等 

ア 契約条項を示す場所 (2)と同じ 

イ 入札説明書及び入札参加資格確認申請書類の交付期間及び時間 

令和８年４月７日（火）から令和８年４月 21日（火）まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に 

関する法律（昭和 23年法律第 178号）に規定する休日（以下「休日等」という。）を除く）午前９ 

時から午後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

ウ 入札説明書及び入札参加申請書類の交付場所及び方法 

(2)において配布及びこの入札公告が掲載された入札情報サービスシステムの工事の欄からダウ

ンロードできる。 

(4) 設計図書等の閲覧及び貸出 

当該工事に係る仕様書、図面及び仮契約書（案）を閲覧に供するほか、希望者に貸し出しする。た

だし、仕様書及び図面については、入札説明書に記載の場所において有料で複写することができる。 

ア 閲覧、貸出期間及び時間 

令和８年４月７日（火）から令和８年６月９日（火）まで（休日等を除く。）の午前９時から午

後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

イ 閲覧場所 

仙台市青葉区本町三丁目８番１号 宮城県県政情報センター（宮城県行政庁舎地下１階） 

(5) 入札書の提出期限及び場所 

ア 提出期限及び方法 

令和８年６月 10日（水）午後５時とし、提出方法は入札説明書に記載のとおりとする。 

なお、電報及びファクシミリによる入札は認めない。 

イ 場所 (2)と同じ 

(6) 開札の日時及び場所 

ア 日時 令和８年６月 12日（金）午前 10時 

イ 場所 仙台市青葉区本町三丁目８番１号 入札室（宮城県行政庁舎 10階） 

４ 入札参加資格の確認等 

(1) 提出書類 

入札参加を希望する者は、次に掲げる書類（３の(3)により配布する様式による。）を持参の上提出

し、この工事に係る入札参加資格審査及び資格確認を受けなければならない。 

ア 入札参加資格確認申請書 

イ その他、入札説明書に記載してあるもの。 

(2) 入札参加申請書類の受付期間及び提出場所等 

ア 受付期間及び時間 

令和８年４月７日（火）から令和８年４月 21日（火）まで（休日等を除く。）の午前９時から午

後５時まで（正午から午後１時までを除く。） 

イ 提出場所 

３の(2)と同じ 

(3) 入札参加資格の審査等 

ア 入札参加資格の審査をしたときは、当該申込みを行った者に対してその結果を郵送で通知する。 

イ 入札参加資格有資格者と認められなかった者は、その理由について書面で問い合わせをすること 

ができる。 
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ウ イの説明を求めようとするときは、その旨を記載した書面を３の(2)に記載の担当課へ提出する

ものとする。 

５ 入札保証金 

必要（詳細については入札説明書に記載のとおりとする。） 

６ 工事費内訳書の提出 

(1) 入札に際し、入札書に記載されている入札金額に対応した工事費内訳書の提出を求める。 

(2) 工事費内訳書の様式は別に定める。 

(3) 工事費内訳書は、返戻しない。 

７ 入札の無効 

本入札公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入

札並びに入札説明書において示した条件等に違反した入札は、無効とする。 

なお、入札参加資格のある旨確認された者であっても、確認の後、開札時において２に掲げるいずれ

かの要件を満たさなくなった者のした入札は無効とする。 

８ 落札者の決定方法 

入札価格が、予定価格の範囲内の価格をもって入札した者のうち、総合評価点の最も高い者を落札候

補者とする。ただし、調査基準価格を設けるものとし、落札者となるべき者の入札価格によっては、そ

の者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき又はその者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められ

るときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち総合評価点の最も高い者を落

札候補者とすることがある。 

９ 契約保証金 

契約金額の 10分の１以上の金額とする。ただし、調査基準価格を下回る価格で契約締結する場合の

契約保証金の額は、契約金額の 10分の３以上の額とする。 

10 契約の締結 

(1) この契約は、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 96条第１項第５号及び議会の議決に付すべ

き契約及び財産の取得又は処分に関する条例（昭和 39年宮城県条例第 18号）第２条の規定により、

この契約の効力は宮城県議会の議決を経てから生ずるため、それまでの間は仮契約の締結を行うもの

とする。 

(2) 落札の決定後、当該入札に付する工事に係る請負契約の締結までの間において、当該落札者が２に

掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該請負契約を締結しないことがある。 

11 その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 当該建設工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約によ

り締結する予定の有無 無 

(3) 契約書作成の要否 要 

(4) 入札金額の記載方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地

方消費税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てた金額）をもって契約金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相当する

金額を控除した金額を入札書に記載すること。 

(5) 関係図書等の閲覧 建設工事執行規則（昭和 39年宮城県規則第９号）、宮城県建設工事競争入札参

加心得、建設工事総合評価落札方式（簡易型・標準型）実施要領、宮城県建設工事総合評価落札方式

（簡易型・標準型）の手引きについては、出納局契約課のホームページ及び入札情報サービスシステ

ムにおいて閲覧できる。 

(6) 詳細は入札説明書による。 
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12 概要 

Summary 

1. Name of Construction:  

(Tentative) Hasekura No. 2 Tunnel Construction and Ancillary Works 

2. Quantity: 

Total Construction Length: L = 669.3 m 

 Width: W = 6.5 (11.0) m 

  Tunnel (NATM): L = 618.0 m 

   Excavation and Falsework: L = 616.5 m 

   Lining Concrete and Waterproofing Work: L = 616.5 m 

   Tunnel Portal Construction (Start and End Points): 1 set 

   Concrete Pavement Work: A = 4,580 m² 

  Bridge Substructure Work: 

   Abutment Work (Inverted T-type Abutment): N = 1 unit 

3. Contact Information and Address for Bid Submission:  

    Construction Contract Section, Government Contract Division, Treasury Department, Miyagi 

Prefectural Government  

3-8-1 Honcho, Aoba Ward, Sendai City, Miyagi Prefecture 980-8570 

TEL.: 022-211-3336 

4. Deadline for Application for Bid Submission: 

April 21, 2026, 5:00 P.M 

5. Person in Charge of Bidding: 

Miki Noguchi, Director, Government Contract Division, Treasury Department, Miyagi 

Prefectural Government 

6. Deadline for Bid Submission: 

    June 10, 2026, 5:00 P.M  

7. Place for Bid Selection: 

    Bidding Room, Miyagi Prefectural Government Building 10th Floor,  

3-8-1 Honcho, Aoba Ward, Sendai City, Miyagi Prefecture 

8. Date and Time for Bid Selection: 

June 12, 2026, 10:00 A.M 
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政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付す。 

令和８年４月７日 

宮城県知事  村  井  嘉  浩 

    

１ 入札に付する事項 

(1)  購入物品及び数量  

除雪トラック（７ｔ級）① １台 

(2)  購入物品の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 

(3) 納入期限 令和９年３月 31 日（水） 

(4)  納入場所 宮城県大河原土木事務所 

（宮城県柴田郡大河原町字南 129－１） 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 宮城県の物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿に登録されている者又は開札時までに宮城 

県の物品調達等に係る競争入札参加資格を取得した者であること。 

(3) 平成 12 年３月 31 日以前に民事再生法（平成 11年法律第 225 号）附則第２条による廃止前の和 

議法（大正 11 年法律第 72号）第 12条第１項の規定による和議開始の申立てをしていない者で 

あること。 

(4) 平成 12 年４月１日以後に民事再生法第 21条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申 

立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33 条第１項の 

再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第１項の再生計画認可の決定が確 

定した場合にあっては、その者を再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなか 

った者とみなす。 

(5) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 17 条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の

申立てをしていない者又は申立てをなされていない者（同法附則第２条の規定によりなお従前

の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）であること。ただし、同法に基づく更生

手続開始の決定を受けた者がその者に係る更生計画認可の決定があった場合にあっては、その

者を更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

(6) 宮城県から物品調達等に係る競争入札の参加資格制限の措置を受けている期間中の者でない

こと。 

(7) 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成20年11月１日施行）別表各号に規定する次のいずれか

に該当するときは入札に参加することはできない。 

なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行

為は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。 

 ア 入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は非常勤を含む役員及び支配人並びに支店

又は営業所の代表者、その他の団体の場合は法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理

事等、個人の場合はその者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴対法」という。）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である場合又は暴力団員が経営に事

実上参加していると認められるとき。 

イ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図

り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わり

を持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者（以下「暴力団関係者」
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という。）の威力を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者（以

下「暴力団等」という。）又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等

に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又

は関与していると認められるとき。 

エ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。 

オ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取

引したり、又は不当に利用していると認められるとき。 

(8) 入札参加資格申請場所 宮城県の物品調達等に係る競争入札参加資格のない者で入札を希望す 

る者は、当県所定の物品調達等に係る競争入札参加業者登録申請書に必要事項を記入の上、宮城 

県出納局契約課管理班（〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 電話 022-211 

-3335）へ令和８年４月 13日（月）午後５時までに提出すること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 電子調達システムの利用 

ア 本調達案件は、電子入札（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）の送受信により執行する競争入札又は随意契約における相手方決定の手続き

の総称をいう。以下同じ。）及び紙入札（書面により執行する競争入札又は随意契約における相

手方決定の手続きの総称をいう。以下同じ。）を併用して入札を行うものとする。 

イ 本調達案件に参加する者のうち、紙入札を希望する者は、入札説明書に定めるところにより

あらかじめ紙入札参加承認願を提出しなければならない。 

(2) 書面による入札書の提出場所、契約条項及び契約条件を示す場所、入札説明書の交付場所並び 

に問い合わせ先 

   〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

宮城県出納局契約課物品班（担当 福地 美奈 電話 022-211-3333） 

(3) 郵送による入札説明書の交付期限 郵送により書面での入札説明書の交付を希望する場合は、 

令和８年４月 15 日（水）まで（２）あて申し出ること。 

(4) 一般競争入札参加資格審査 

ア システムを用いて参加資格審査を受ける場合 システムにより入札に参加しようとする者は、 

入札説明書に定めるところにより令和８年４月 13 日（月）午前９時から令和８年４月 15日 

（水）午後５時までの間に必要書類を作成の上、システムにより提出し、参加資格の審査を受 

けなければならない。 

イ 書面により参加資格審査を受ける場合 書面により入札に参加しようとする者は、入札説明 

書に定めるところにより令和８年４月 15 日（水）午後５時までの間に必要書類を作成の上、 

提出し、参加資格の審査を受けなければならない。 

ウ 開札日までの間において、ア又はイにおいて提出された書類に関し説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。 

(5) 入札書の提出期限等 

ア システムを用いて入札する場合 

入札期間 令和８年４月 17 日（金）午前９時から令和８年４月 20 日（月）午後５時まで 

イ 書面により入札書を提出する場合 

(ｱ) 日時 令和８年４月 20 日（月）午後５時 

(ｲ) 場所 （２）に同じ 
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(ｳ) 郵送による場合は、配達証明付書留郵便により（ア）の日時までに到達するよう提出する 

こと。 

ただし、入札書を持参する場合は、（６）の開札の日時まで開札場所へ提出できるものと 

する。 

(ｴ) 提出期限を過ぎて提出された入札書は、いかなる事由があっても受理しない。 

(6) 開札の日時及び場所 

  令和８年４月 21日（火）午前 10 時  

宮城県行政庁舎 10 階入札室 

４ 入札に参加することができない者 ２に定める資格を有しない者 

５ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札保証金 財務規則（昭和 39 年宮城県規則第７号）第 97 条及び第 98条の規定による。 

(3) 契約保証金 財務規則第 113 条及び第 114 条の規定による。 

(4) 入札の無効 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札 

に求められる義務を履行しなかった者のした入札は、無効とする。 

(5) 入札金額の記載方法 契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費 

税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切 

り捨てた金額。以下同じ。）とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で 

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相 

当する金額を控除した金額を入札書に記載すること。 

(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札 

者とする。 

(7) 契約書作成の要否 要  

(8) この契約は、電子契約を選択することができる。 

(9) 申請書等の作成に要する経費 申請書等を提出する入札参加希望者の負担とする。 

(10)  詳細は、入札説明書による。 

６ 概要 

Summary 

1. Nature and Quantity of the Items to be Procured: Snow removal dozer (7 ton class) ① (1 vehicle) 

2. Deadline for Delivery: March 31, 2027 (Wed.)  

3. Place of Delivery: Miyagi Prefecture Ogawara Public Works Office  

4. Deadline for Bid Submission: April 20, 2026 (Mon.), 5:00 P.M. 

5. Contact Information: Mina Fukuchi, Procurement Section, Government Contract Division, Treasury 

Department, Miyagi Prefectural Government 

3-8-1 Honcho, Aoba Ward, Sendai City, Miyagi Prefecture 980-8570  

TEL.: 022-211-3333 

6. Language and Currency Used in Contract Procedures: Japanese and Japanese yen only. 
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政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付す。 

令和８年４月７日 

宮城県知事  村  井  嘉  浩 

    

１ 入札に付する事項 

(1)  購入物品及び数量  

除雪トラック（７ｔ級）② １台 

(2)  購入物品の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 

(3) 納入期限 令和９年３月 31 日（水） 

(4)  納入場所 宮城県仙台土木事務所 

（宮城県仙台市宮城野区幸町四丁目１－２） 

２ 入札に参加する者に必要な資格に関する事項 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 宮城県の物品調達等に係る競争入札参加業者登録簿に登録されている者又は開札時までに宮城 

県の物品調達等に係る競争入札参加資格を取得した者であること。 

(3) 平成 12 年３月 31 日以前に民事再生法（平成 11年法律第 225 号）附則第２条による廃止前の和 

議法（大正 11 年法律第 72号）第 12条第１項の規定による和議開始の申立てをしていない者で 

あること。 

(4) 平成 12 年４月１日以後に民事再生法第 21条第１項又は第２項の規定による再生手続開始の申 

立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第 33 条第１項の 

再生手続開始の決定を受けた者が、その者に係る同法第 174 条第１項の再生計画認可の決定が確 

定した場合にあっては、その者を再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなか 

った者とみなす。 

(5) 会社更生法（平成 14年法律第 154 号）第 17 条第１項又は第２項の規定による更生手続開始の

申立てをしていない者又は申立てをなされていない者（同法附則第２条の規定によりなお従前

の例によることとされる更生事件に係るものを含む。）であること。ただし、同法に基づく更生

手続開始の決定を受けた者がその者に係る更生計画認可の決定があった場合にあっては、その

者を更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。 

(6) 宮城県から物品調達等に係る競争入札の参加資格制限の措置を受けている期間中の者でない

こと。 

(7) 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成20年11月１日施行）別表各号に規定する次のいずれか

に該当するときは入札に参加することはできない。 

なお、入札に参加しようとする者の使用人が入札に参加しようとする者の業務として行った行

為は、入札に参加しようとする者の行為とみなす。 

 ア 入札に参加しようとする者の役員等（法人の場合は非常勤を含む役員及び支配人並びに支店

又は営業所の代表者、その他の団体の場合は法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理

事等、個人の場合はその者並びに支配人及び営業所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。以下「暴対法」という。）第２

条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）である場合又は暴力団員が経営に事

実上参加していると認められるとき。 

イ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図

り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴対法第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴

力団」という。）、暴力団員又は暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わり

を持つ者として、警察から通報があった者若しくは警察が確認した者（以下「暴力団関係者」
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という。）の威力を利用するなどしていると認められるとき。 

ウ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団、暴力団員若しくは暴力団関係者（以

下「暴力団等」という。）又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等

に対して、資金等を提供し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、又

は関与していると認められるとき。 

エ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有

していると認められるとき。 

オ 入札に参加しようとする者又はその役員等が、暴力団等であることを知りながら、これと取

引したり、又は不当に利用していると認められるとき。 

(8) 入札参加資格申請場所 宮城県の物品調達等に係る競争入札参加資格のない者で入札を希望す 

る者は、当県所定の物品調達等に係る競争入札参加業者登録申請書に必要事項を記入の上、宮城 

県出納局契約課管理班（〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 電話 022-211 

-3335）へ令和８年４月 13日（月）午後５時までに提出すること。 

３ 入札書の提出場所等 

(1) 電子調達システムの利用 

ア 本調達案件は、電子入札（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては

認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供さ

れるものをいう。）の送受信により執行する競争入札又は随意契約における相手方決定の手続き

の総称をいう。以下同じ。）及び紙入札（書面により執行する競争入札又は随意契約における相

手方決定の手続きの総称をいう。以下同じ。）を併用して入札を行うものとする。 

イ 本調達案件に参加する者のうち、紙入札を希望する者は、入札説明書に定めるところにより

あらかじめ紙入札参加承認願を提出しなければならない。 

(2) 書面による入札書の提出場所、契約条項及び契約条件を示す場所、入札説明書の交付場所並び 

に問い合わせ先 

   〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 

宮城県出納局契約課物品班（担当 福地 美奈 電話 022-211-3333） 

(3) 郵送による入札説明書の交付期限 郵送により書面での入札説明書の交付を希望する場合は、 

令和８年４月 15 日（水）まで（２）あて申し出ること。 

(4) 一般競争入札参加資格審査 

ア システムを用いて参加資格審査を受ける場合 システムにより入札に参加しようとする者は、 

入札説明書に定めるところにより令和８年４月 13 日（月）午前９時から令和８年４月 15日 

（水）午後５時までの間に必要書類を作成の上、システムにより提出し、参加資格の審査を受 

けなければならない。 

イ 書面により参加資格審査を受ける場合 書面により入札に参加しようとする者は、入札説明 

書に定めるところにより令和８年４月 15 日（水）午後５時までの間に必要書類を作成の上、 

提出し、参加資格の審査を受けなければならない。 

ウ 開札日までの間において、ア又はイにおいて提出された書類に関し説明を求められた場合は、

これに応じなければならない。 

(5) 入札書の提出期限等 

ア システムを用いて入札する場合 

入札期間 令和８年４月 17 日（金）午前９時から令和８年４月 20 日（月）午後５時まで 

イ 書面により入札書を提出する場合 

(ｱ) 日時 令和８年４月 20 日（月）午後５時 

(ｲ) 場所 （２）に同じ 
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(ｳ) 郵送による場合は、配達証明付書留郵便により（ア）の日時までに到達するよう提出する 

こと。 

ただし、入札書を持参する場合は、（６）の開札の日時まで開札場所へ提出できるものと 

する。 

(ｴ) 提出期限を過ぎて提出された入札書は、いかなる事由があっても受理しない。 

(6) 開札の日時及び場所 

  令和８年４月 21日（火）午前 10 時５分  

宮城県行政庁舎 10 階入札室 

４ 入札に参加することができない者 ２に定める資格を有しない者 

５ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札保証金 財務規則（昭和 39 年宮城県規則第７号）第 97 条及び第 98条の規定による。 

(3) 契約保証金 財務規則第 113 条及び第 114 条の規定による。 

(4) 入札の無効 本公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札 

に求められる義務を履行しなかった者のした入札は、無効とする。 

(5) 入札金額の記載方法 契約金額は、入札書に記載された金額に当該金額の消費税及び地方消費 

税に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切 

り捨てた金額。以下同じ。）とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で 

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額から消費税及び地方消費税に相 

当する金額を控除した金額を入札書に記載すること。 

(6) 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札 

者とする。 

(7) 契約書作成の要否 要  

(8) この契約は、電子契約を選択することができる。 

(9) 申請書等の作成に要する経費 申請書等を提出する入札参加希望者の負担とする。 

(10)  詳細は、入札説明書による。 

６ 概要 

Summary 

1. Nature and Quantity of the Items to be Procured: Snow removal dozer (7 ton class) ② (1 vehicle) 

2. Deadline for Delivery: March 31, 2027 (Wed.)  

3. Place of Delivery: Miyagi Prefecture Sendai Public Works Office 

4. Deadline for Bid Submission: April 20, 2026 (Mon.), 5:00 P.M. 

5. Contact Information: Mina Fukuchi, Procurement Section, Government Contract Division, Treasury 

Department, Miyagi Prefectural Government 

3-8-1 Honcho, Aoba Ward, Sendai City, Miyagi Prefecture 980-8570  

TEL.: 022-211-3333 

6. Language and Currency Used in Contract Procedures: Japanese and Japanese yen only. 
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